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監査指摘事項措置結果の通知を受けたので、地方自治法第 199 条第 12 項の

規定により公表します。 
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指摘事項措置結果通知書 

 

 

                             市民活動部 産業振興課 

（農水担当） 

  

指摘事項（平成 25年度前期定期監査） 措置結果 

（指摘事項の内容） 

 

鎌倉地域漁港建設基本構想策定に係る

市民意見集約等支援業務委託について

は、契約期間を訂正しているにもかかわ

らず、契約期間の訂正に係る決裁を得て

いなかった。また、訂正個所に証印を押

印するなどの方法によらず訂正を行って

いた。 

今後は適正な事務処理をされたい。 

（措置結果の内容） 

 

今回の指摘を踏まえ、今後の契約事務の

執行にあたっては、担当内の合議における

チェックをより入念に行うことで、再発の

防止に努めてまいります。 
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